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第１９７回組合会会議録 

 

 令和３年６月１４日千葉市中央区中央港１丁目１３番３号オークラ千葉ホテル３

階「エリーゼ」において第１９７回組合会を開催した。 

 

 

組合会の目的である事項 

 

 

報告第 １ 号  千葉県知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置

について 

報告第 ２ 号  令和２年度退職等年金預託金管理経理に係る運用状況について 

議案第 １ 号  令和２年度決算の認定について 

議案第 ２ 号  千葉県市町村職員共済組合貸付規則等の一部を改正する規則の

制定について 

議案第 ３ 号  貸付債権保全事業に係る債権放棄について 

 
 

招集年月日   令和３年６月１４日 

議   長   岩  田  利  雄 

 

 

議員の定数は２０名であるが、出席した議員は、次のとおりである。 

市町村長である議員（６名） 

 １番 渡 辺 芳 邦 

７番 太 田   洋 

９番 神 谷 俊 一 

 １１番 相 川 勝 重 

 １５番 岩 田 利 雄 

 １９番 小 坂 泰 久 

 

市町村長以外の議員（９名） 

  ２番 平 野   寛 

４番 吉 川 正 樹 

  ６番 伊 藤 成 司 

８番 須 藤 和 人 

１０番 大阿久 大 輔 

 １２番 青 木 賀 一 

 １６番 関 口 正 樹 

 １８番 松 本 孝 則 

 ２０番 柳 澤 広 司 

 

委任状を提出した議員は、次のとおりである。（５名） 

  ３番 井 崎 義 治 

  ５番 宮 本 泰 介 

１３番 星 野 順一郎 

１４番 千 原 秀 樹 



 - 2 - 

 １７番 内 田 悦 嗣 

 

委任を受けた議員は、次のとおりである。（２名） 

  ７番 太 田   洋（委任者４名） 

  ８番 須 藤 和 人（委任者１名） 

 

学識経験監事である佐藤晴邦は、この組合会に出席した。 

 
事務局から出席した職員は、次のとおりである。 

事 務 局 長 五 木 田  雅  之 

事務局次長兼出納長 多 田 芳 子 

事務局次長兼監査室長兼総務課長 布 施 幸 一 

福 祉 課 長 関  裕 行 

保 健 課 長 伊 藤 篤 史 

年 金 課 長 福 井 計 成 

経 理 課 長 篠 﨑 輝 明 

主 幹 兼 総 務 係 長 加 藤 麻 美 

施設長兼情報管理課長 工 藤  誠 

施設管理課長兼施設管理係長 白 井 貴 弘 

施設管理課付課長補佐 植 松 一 彦 

施設管理課付課長補佐 別 部 光 洋 

 

 

開 会 （時刻１３時００分） 

 

事務局長  事務局長の五木田でございます。議員の皆様におかれましては、本日

は公務ご多忙のところ、そして、新型コロナウイルスの感染が続いてい

る中、組合会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

それでは、開会にあたりまして、本日の定足数を発表させていただきま

す。本日、ご出席をいただきました市町村長議員６名、委任状を提出さ

れました市町村長議員４名、合計１０名でございます。また、職員議員

につきましては、９名のご出席をいただき、委任状を提出されました職

員議員は１名、合計１０名でございます。したがいまして、地方公務員

等共済組合法施行令第１１条の規定によります、定足数に達しておりま

すので、ただいまから議事日程に従いまして、第１９７回組合会を開催

させていただきます。開会にあたりまして議長からご挨拶を賜り、その

後の進行につきましても、よろしくお願いいたします。 

 

議  長  皆様、こんにちは。組合会の開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げ

ます。本日ここに第１９７回組合会を開催いたしましたところ、議員各

位におかれましては、公務ご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとう

ございます。また、平素から共済組合の事業運営につきまして、特段の

ご理解とご協力を賜り、重ねてお礼を申し上げる次第でございます。 
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   さて、皆様ご存じのとおり、新型コロナウイルス感染症の収束が見通

せない最中、当県におきましてもまん延防止等重点措置が適用されるな

ど、各自治体において公務に携わる議員の皆様には、大変なご苦労があ

るものと推察いたしますとともに、この間のご尽力に心から敬意を表す

る次第でございます。当組合におきましても各種事業に多大な影響が生

じているものでございますが、昨年度から続くコロナ禍においても、蓄

えることができた事業実施に関する知見を最大限発揮し、組合員の皆様

の日々の生活の安定と福祉の向上及び健康の維持増進のため、引き続き

取り組んでまいる所存でございます。 

さて、ここで共済制度を取り巻く諸情勢につきまして、若干触れさせ

ていただきます。まず、年金制度におきましては、今後の社会・経済環

境の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図

るため、国民年金法等の一部を改正する法律が昨年公布され、短時間労

働者に対する被用者保険の拡大、在職中の年金受給のあり方の見直し、

受給開始時期の選択肢の拡大等が来年度から実施されることとなりまし

た。 

次に、医療保険制度関係でございますが、共済組合を含む医療保険者

に健康寿命の延伸、医療費適正化を図るためデータヘルスの推進など、

保険者機能の発揮が引き続き求められているところでございます。その

中で特定健康診査、特定保健指導や予防、健康づくりの取組みに対し、

インセンティブ重視の仕組みが導入されたため、当組合においてもこれ

らに対応すべく、ＩＣＴを活用した特定保健指導を積極的に実施してま

いります。また、後期高齢者支援金につきましては、短期財政に大きな

影響を及ぼすことから、課題の分析や優先する重点項目を明確にして対

応することが重要であるところでございます。このように共済組合を取

り巻く情勢は厳しいものがございますが、組合員とその家族のために、

共済制度の維持、発展に努めてまいる所存でございますので、引き続き

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

   さて、本日ご審議いただきます主な案件は、「令和２年度決算の認定

について」でございます。令和２年度の決算につきましては、宿泊経理

及び保健経理第２において、新型コロナウイルス感染症の影響により、

キャンセル等が相次いだため、施設収入が減少したものですが、その他

の経理については、各事業とも概ね順調に推移したものでございます。

このことは組合員の皆様はもとより、議員各位のご理解とご協力の賜物

と、深く感謝を申し上げる次第でございます。なお、本日の附議案件に

つきましては、逐次、事務局から説明がありますので、慎重にご審議を

賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきま

す。 

 

議  長  それでは、本日の会議に入りますが、会議に入る前に、議員の皆様にご

報告申し上げます。前千葉市長の熊谷俊人議員の退職に伴い、去る４月

２８日に第１選挙区において、市町村長議員の補欠選挙が行われ、千葉

市長の神谷俊一議員がご当選されておりますことをご報告申し上げます。

本日、神谷議員がご出席をされておりますので、ここでご挨拶を頂戴い

たしたいと存じます。神谷議員さんよろしくお願いいたします。 
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神谷議員  失礼いたします。ご紹介いただきました千葉市長の神谷俊一でござい

ます。先輩の皆様方にご指導いただきながら、責務を果たしていきたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長  ありがとうございました。また、熊谷前議員におかれましては、当組合

の理事も務められていたことから、先程、市町村長理事の補欠選挙を執

行いたしましたところ、酒々井町長の小坂泰久議員が理事に当選されま

したことをご報告させていただきます。本日、小坂議員がご出席をされ

ておりますので、ここでご挨拶を頂戴いたしたいと存じます。小坂理事

さんよろしくお願いいたします。 

 

小坂議員  酒々井町長の小坂でございます。先程、理事にご指名いただきました。

岩田理事長のもと、本組合の発展のために努めてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長  ありがとうございました。それでは、議事に入ります。議事日程の決定

を議題といたします。お諮りをいたします。議事日程は本日 1 日といた

したいと存じます。これにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議なしと認め、本日の会議を１日と決定をいたします。 

 

議  長  次に、会議録署名議員の選挙について、お諮りをいたします。会議録署

名議員の選挙は、議長において指名することで、ご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議ないものと認め、会議録署名議員に長側１番、渡辺芳邦議員、職

員側１２番、青木賀一議員の両名を指名いたします。 

 

議  長  議案の提案の前に、報告事項が２件ございます。報告第１号「千葉県知

事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置について」、報告第

２号「令和２年度退職等年金預託金管理経理に係る運用状況について」

を一括して事務局から報告を求めます。布施監査室長。 

 

監査室長  はい。 

 

議  長  はい。布施室長。 

 

監査室長  監査室長の布施でございます。私からは、報告第１号及び報告第２号

についてご報告させていただきます。 

監査室長  それでは、まず、報告第１号「千葉県知事が実施した監査の結果と指摘

事項に対する改善措置について」ご報告をさせていただきます。恐れ入

ります。表紙をおめくりいただきまして、１ページの監査の結果につい

てをご覧いただきたいと存じます。千葉県知事監査につきましては、千
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葉県庁において、当組合の所管課である市町村課により令和２年１１月

１９日、２０日及び１２月２３日の３日間にわたり執行いただき、その

結果について、本年１月１９日付で通知があったものでございます。文

書での指摘事項につきましては、項番１の総則事項についてから４ペー

ジにございます物資経理についてまで、９項目でございました。また、監

査の指摘事項に対する措置状況でございますが、資料の９ページをご覧

いただきたいと思います。こちらのページから最後の２１ページまでの

内容で、３月１１日付で報告をし、受理をされたものでございます。なお、

この資料につきましては、２１ページの表の下に記載の注意事項を踏ま

えて作成をいたしたところでございます。本日はこの監査の指摘事項に

対する措置状況の中から、今回新たに指摘を受けた箇所を中心にご報告

をさせていただきます。 

      恐れ入ります。資料の９ページにお戻りいただきたいと存じます。こ

ちらの監査指摘事項に対する措置状況の様式につきましては、平成２９

年度の報告分から変更されたところでございます。一番左側の指摘年度

ですが、平成２９年度、平成３０年度、令和２年度と記載しておりますが、

こちらにつきましては指摘事項の上段が平成２９年度の指摘、中段が平

成３０年度の指摘、下段が令和２年度という見方になります。なお、令和

元年度につきましては、総務省の監査となっておりますので、７ページ、

８ページに今回の都道府県監査とは別に記載しております。また、一番

右側の指摘事項に対する措置状況の具体的内容の欄でございますが、そ

の下に米印で「星印は実施済み」とありますが、措置状況については複数

年度にわたっていることから、星印については実施をしている、中黒点

部分はこれから措置するというような見方になるものでございます。 

   それでは、資料の９ページの一番下をご覧いただきたいと存じます。

令和２年度、新たな指摘事項は、（１）組合会関係についてでございます

が、こちらは「組合会における長側議員の出席率が低い状態が続いてい

る。日程調整を工夫するとともに、さらなる出席率の向上に努めること。」

という指摘でございました。これに対しまして隣が対応方針でございま

すが、「年間の会議日程を年度当初に周知することにより、引き続き出席

率の向上に努め、関係機関と情報を共有し、連携による新たな出席率向

上の方策を検討してまいります。」としております。したがいまして、一

番右側の措置状況でございますけども、対策の一番上にあるとおり、「電

話による組合会への更なる出席依頼等を行ってまいります。」ということ

で報告したものでございます。 

      次に１２ページをご覧いただきたいと存じます。一番下の段、(２)見

積合わせについてでございます。「見積合わせの際に、見積書をいつも同

じ組み合わせの業者から徴していることが多々見受けられる。また、随

意契約の理由についても、要件を客観的に満たしているか十分確認し、

理由を明確にすること。」という指摘がございました。その隣の対応方針

でございますが、「見積参加業者の選定については、適切に対応し、随意

契約の理由についても、要件を客観的に満たしているか十分確認し、理

由を明確にするよう徹底してまいります。」ということで報告をしたもの

でございます。 

   最後に１５ページをご覧いただきたいと存じます。４番、保健経理に

ついてでございます。指摘内容でございますが、一番下の段の欄の真ん
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中よりやや下に「保健経理から保健経理第３」と始まります記載の部分

からでございますが、「保健経理から保健経理第３、宿泊経理への繰り入

れを前提とした予算組みについては、各経理が原則独立採算とすべきこ

とを踏まえ、段階的に収支改善を図ったうえで独立採算を達成するよう、

運営方法について検討すること。」という指摘がございました。その隣の

対応方針でございますが、一番下の行から三行上から始まります記載で

「保健経理からの繰り入れについては、各施設での収益改善により縮小

できるよう努めてまいります。」と報告をしたところでございます。 

監査室長  今回の主だった新たな指摘事項は以上でございます。報告第１号につ

きましては、以上でございます。 

 

総務課長  続きまして、報告第２号「令和２年度退職等年金預託金管理経理に係

る運用状況について」ご報告を申し上げます。恐れ入りますが、表紙をお

めくりいただきまして、預託金の運用状況（退職等年金預託金管理経理）

をご覧いただきたいと存じます。こちらは、全国市町村職員共済組合連

合会が定めた様式に基づきまして、令和２年度の退職等年金預託金管理

経理に係る運用状況をまとめたものでございます。従前の取扱いでは、

組合員の貸付事業は、経過的長期預託金管理経理からの借入金を財源と

するものとされておりましたが、総務省の定める貸付規則（準則）の改正

によりまして、平成３０年度から全国市町村職員共済組合連合会の退職

等年金経理の余裕金の預託を受け、これを財源とするものと変更され、

このことにより設置された経理でございます。 

総務課長  まず、左側の表をご覧ください。令和２年度の資産区分、年度末の時価

総額、構成割合、修正総合利回りを示した表でございます。金額の単位に

つきましては、１００万円でございます。令和２年度の退職等年金預託

金管理経理の資産は、貸付金約７１億９，０００万円、短期資産約５億

３，３００万円によって構成されており、合計７７億２，４００万円の資

産を保有しております。貸付金につきましては、当組合の貸付経理及び

物資経理への貸付金の合計であり、短期資産につきましては、普通預金

となります。退職等年金預託金管理経理から貸付経理及び物資経理へ貸

し出す際の利率が１パーセントであるため、貸付金の修正総合利回りが

１パーセント、短期資産につきましては、普通預金でございますが、ほぼ

利息が付かない状況となっておりますので、表示上修正総合利回りは

０．００パーセントとなっているものでございます。 

総務課長  なお、運用状況の公表につきましては、毎年７月の第１営業日に公表

することとされており、今年度につきましても、７月１日に当組合のホ

ームページに公表する予定でございます。報告第２号につきましては、

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長  ただいま「千葉県知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善

措置について」と「令和２年度退職等年金預託金管理経理に係る運用状

況について」の報告がありました。ご質疑等ございましたらお願いをい

たします。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 
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議  長  質疑を終結いたします。以上で、報告第１号「千葉県知事が実施した監

査の結果と指摘事項に対する改善措置について」、報告第２号「令和２年

度退職等年金預託金管理経理に係る運用状況について」の報告を終結い

たします。 

 

議  長  これより議案の上程を行います。議案第１号「令和２年度決算の認定

について」を議題といたします。事務局から説明を求めます。篠﨑経理課

長。 

 

経理課長  はい。 

 

議  長  はい。課長。 

 

経理課長  経理課長の篠﨑でございます。それでは、議案第１号を上程させてい

ただきます。議案第１号をご覧ください。「令和２年度決算の認定につい

て」、令和２年度決算について、別冊のように認定を求めるものでござい

ます。１枚おめくりいただきますと、令和２年度の決算書となっており

ますが、こちらの決算書につきましては、法に定められました様式に基

づきまして作成をいたしたものでございます。本日の説明につきまして

は、この決算書に基づきまして作成をいたしました「令和２年度決算の

概況について」を添付させていただいておりますので、こちらを用いま

してご説明をさせていただきます。 

まず、１ページの１、地方公共団体の数、組合員等の数及び標準報酬の

月額等でございます。（１）の団体数は令和元年度末と同数の１０１団体

で変更はございませんでした。（２）の組合員等の人数は、組合員と任意

継続組合員の合計で５万６，３８４人となりまして、令和元年度末と比

較しますと４６１人の増加となりました。この内訳でございますが、現

職の組合員数は５８４人の増加となりまして、主に常勤的非常勤職員、

いわゆる会計年度任用職員の組合員資格取得が開始されたことによるも

のでございます。一方、任意継続組合員は、引き続き短時間労働者に対す

る被用者保険の適用拡大の影響により、１２３人の減少となったもので

ございます。被扶養者の人数は４万４，１９４人となりまして、前年度末

と比較しますと２６２人の減少となりました。第３号厚生年金被保険者

の人数は５万５，５３４人となりまして、前年度末と比較しますと

５７０人の増加となりました。次に（３）の標準報酬の月額等でございま

す。こちらの表では、長期と短期の金額を掲げてございますが、掛金の対

象となる最高限度額が長期と短期で異なっておりますので、本日は短期

の額でご説明させていただきます。①組合員でございますが、標準報酬

の月額は組合員の方の総額となりますが、令和２年度末で２２３億

５，７１３万２，０００円となりまして、前年度末と比較しますと２億

１，９２４万２，０００円の減少で、減少率は０．９７パーセントとなっ

ております。また、平均標準報酬の月額では４０万２，１５７円となりま

して、前年度末と比較しますと８，２５５円の減少でございました。標準

期末手当等の額の年度累計額は８５６億９，６２５万６，０００円とな

りまして、前年度末と比較しますと８億３，１７７万１，０００円の減少

で、減少率は０．９６パーセントとなっております。②の任意継続組合員
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では、標準報酬の月額は２億９，９４９万４，０００円となりまして、前

年度末と比較しますと４，８９０万円の減少となっております。また、平

均標準報酬の月額は３８万６９円でございました。③の第３号厚生年金

被保険者では、標準報酬の月額は２１９億５６４万２，０００円、平均標

準報酬の月額は３９万４，４５５円、標準期末手当等の額の年度累計額

は８５１億３，０５５万７，０００円でございました。 

次に、２の短期経理でございます。(１)の財源率につきましては、掛

金・負担金率合計で標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する率

となります。短期財源率は、令和２年度では前年度据置きの８４パーミ

ル、また介護財源率は、前年度より１．９６パーミル引上げて１６．１２

パーミルでございました。②の調整負担金は、全国市町村職員共済組合

連合会が行っております特別財政調整事業の負担金でございますが、標

準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対しまして、前年度より０．１

パーミル引下げまして、０.１パーミルでございました。また、同様に連

合会の事業であります育児・介護休業手当金に係る共同事業の負担金で

ある公的負担金は、前年度より０.０２パーミル引下げまして、０.０６

パーミルでございました。 続きまして、２ページをご覧ください。(２)

の一部負担金払戻金等の基礎控除額につきましては、標準報酬の月額が

５３万円以上では５万円、５３万円未満では２万５，０００円で、前年度

と変更はないものでございます。(３)の収支でございます。収入につき

まして、短期の負担金・掛金合計では上から４行目になりますが、

２９５億９，６２５万６，９４９円となりまして標準報酬総額の低下に

伴い、前年度と比較して約１億４，０００万円減少したものでございま

す。介護の負担金・掛金合計では、収入の上から８行目になりますが

３６億８，４７８万４，６７０円となりまして、介護財源率の引上げに伴

い、前年度と比較して約４億円増加したものでございます。また、連合会

から交付されました交付金の総額は２１億５，２６６万５，６２７円、以

下合計をいたしまして３７９億２，４０９万５，３４０円となったもの

でございます。前年度と比較しますと４億２，０６７万２，６１９円増加

したものでございます。一方、支出につきましては、法定給付を中心とし

ました給付金等の合計が、支出の上から４行目になりますが１４５億

９，６８１万７，３３６円、前期高齢者納付金、以下のいわゆる特定保険

料の合計は１５２億７，０５３万４，０４３円で、この額は掛金・負担金

収入の約５１.６パーセントとなっております。連合会払込金及び連合会

拠出金の合計が２１億６，７２０万１，２９５円、介護納付金が３７億

５，３１９万１，０８２円、以下合計をいたしまして３７９億９９１万

５４０円となったものでございます。前年度と比較しますと、主に前期

高齢者納付金の増加に伴い７億９，６０２万８，０５２円増加したもの

でございます。収支差引きいたしますと１，４１８万４，８００円の当期

利益金が生じました。内訳は、短期では８，２５８万９，３４９円の当期

短期利益金、また、介護では６，８４０万４，５４９円の当期介護損失金

が生じたところでございます。次に、(４)の剰余金をご覧ください。ま

ず、欠損金補てん積立金は、法定額満額の１３億２，５３５万

７，０４１円を積み立て、法定額が減少した関係で、所要額を超える

３，２５４万８，１３７円を取り崩して短期積立金へ積み増しをしたも

のでございます。また、短期積立金は、収支差引きで生じました短期利益
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金と、先程の欠損金補てん積立金からの積み増し額を合わせまして１億

１，５１３万７，４８６円を積み増しした結果、翌年度に繰り越す短期積

立金は３６億３，７３１万９，１１９円となったものでございます。次に、

介護繰越欠損金は、収支差引きで生じました介護損失金６，８４０万

４，５４９円と前年度より繰り越ししました介護繰越欠損金を合わせま

して、翌年度に繰り越す介護繰越欠損金は７，４８３万３，４５４円とな

ったものでございます。 

次に、３ページをご覧ください。３の厚生年金保険経理でございます。 

(１)の財源率の①、組合員保険料・負担金率合計は、標準報酬の月額及び

標準期末手当等の額に対しまして、前年度据置きの１８３パーミルでご

ざいました。②の基礎年金拠出金は、標準報酬の月額及び標準期末手当

等の額に対しまして、前年度より０.３パーミル引上げの４０パーミルで

ございました。③の追加費用につきましては、標準報酬に対する率で、前

年度より０.１パーミル引下げの１５.３パーミルでございました。(２)

の収支でございますが、収入は、負担金・組合員保険料を合計しまして

８０７億３，１０３万２，１６７円となったものでございます。また、支

出は連合会へ払込金として、収入額と同額を払い込んだものでございま

す。 

次に、４の退職等年金経理でございます。 (１)の財源率、掛金・負担

金率合計は、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対しまして、前

年度据置きの１５パーミルでございます。(２)の収支でございますが、

収入は、負担金・掛金を合計しまして５１億３，８５３万９，２０３円と

なったものでございます。また、支出は連合会へ払込金として、収入額と

同額を払い込んだものでございます。 

次に、５の経過的長期経理でございます。 (１)の財源率の①負担金率

は、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対しまして、前年度より

０.００６５パーミル引下げまして０.１０３３パーミルでございました。

続きまして、４ページをご覧ください。②の追加費用につきましては、標

準報酬に対する率となっておりまして、前年度より０.１パーミル引下げ

まして、１.１パーミルでございました。(２)の収支でございますが、収

入は、負担金で３億４，６８４万７，００９円となったものでございます。

また、支出は連合会へ払込金として、収入額と同額を払い込んだもので

ございます。 

次に、６の退職等年金預託金管理経理でございます。令和２年度から物

資経理の資金の借入先を、貯金経理から退職等年金預託金管理経理へ移

管したものでございます。(１)運用状況につきましては、令和２年度末

では、長期貸付金としまして、貸付経理への貸付金が５３億８，６６３万

９，８８４円、物資経理への貸付金が１８億３４０万円、その他資産は

５億３，３４９万５，８９７円となりまして、合計で７７億２，３５３万

５，７８１円を運用いたしたところでございます。(２)の取引金融機関

の信用リスクでございますが、預託元の全国市町村職員共済組合連合会

におきまして、構成組合の取引金融機関の選定等に関する基準を設けて

おりまして、その中で「取引先の金融機関の格付けについては、格付機関

から取得している長期格付けの過半数が、ＢＢＢ（トリプルビー）格又は

ＢＢＢ（トリプルビー）格に相当する格付け以上であること」と定められ

ております。これに基づきまして、当組合が取引きをしております千葉
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銀行の信用リスクについて、令和２年度末現在の確認を行ったものでご

ざいます。格付けは表に掲げてございます格付機関になりますが、Ｒ＆

ＩでＡＡ（ダブルエー）マイナス、ムーディーズでＡ１、Ｓ＆ＰでＡマイ

ナスでございました。この格付け内容は、全て連合会の示す格付けＢＢ

Ｂ（トリプルビー）格以上となっているものでございます。(３)の収支で

ございますが、収入は、運用によります利息及び配当金が７，８７９万

５，１５３円となったものでございます。支出は収入額と同額を支払利

息として、連合会に払い込んだものでございます。 

次に、７の経過的長期預託金管理経理でございます。こちらは、地方公

共団体が行政目的のため発行する債券の私募引受けである縁故地方債の

引受けにより運用する経理でございます。４ページから５ページに渡り

内容を掲載しておりますが、令和２年度は取引きがございませんでした

ので、説明を省略させていただきます。 

それでは、５ページをご覧ください。次に、８の業務経理でございます。

(１)の事務費は、全て組合員１人当たりの年額でございます。①の短期・

厚生年金保険及び経過的長期給付分につきまして、アの事務費負担金は

構成団体にご負担していただくものでございますが、組合員１人当たり

短期分として６，０３６円、長期分として４，８１２円の合計で１万

８４８円を事務費としてご負担していただいたところでございます。イ

の事務費は、組合員１人当たりとしまして、短期部分の公的負担金

６，０３６円、短期経理より繰入は２，０２５円で、こちらは定款上で定

められた額となります。次に、連合会交付金が３，３７１円、その他が

９３９円、合計で１万２，３７１円を事務に要する費用とさせていただ

いたところでございます。なお、令和２年度におきましても、事業計画ど

おり短期経理からの繰入れは行いませんでしたので、実際の事務費は

１万３４６円となったものでございます。②の退職等年金給付の事務費

につきましては、組合員１人当たり４９７円で、全額連合会交付金とし

て交付されたものでございます。(２)の収支でございますが、収入につ

きましては、構成団体からの負担金として６億２８９万２，９６８円、連

合会からの交付金２億１，４９３万４，８７４円、短期経理より繰入れは

先程申し上げましたように行いませんでしたので、以下合計をしまして

８億３，４８０万１，８６７円となったものでございます。支出につきま

しては、職員給与が２億６，３９９万５，３８５円、委託費が

５，２６８万８６５円、連合会分担金が１９４万８，９４０円、事務費負

担金払込金が２億６，７４３万３，７１７円、以下合計をしまして８億

８，６９８万８，８７０円となったものでございます。収支差引きいたし

ますと５，２１８万７，００３円の当期損失金が生じましたので、(３)の

剰余金をご覧ください。生じました損失金は全額積立金から取り崩しを

いたしました結果、翌年度へ繰り越します積立金は１２億３，６６２万

２，７４１円となったものでございます。 

次に、９の保健経理でございます。(１)の財源率につきまして、①の掛

金・負担金率合計は、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対しま

して前年度据置きの４.４パーミルでございました。②の特定健康診査等

に係る負担金は、組合員１人当たり２４８円をご負担いただいたところ

でございます。続きまして、６ページをご覧ください。(２)の収支でござ

いますが、収入につきましては、負担金が７億７，９８０万８，１２８円、
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掛金が７億６，５９７万２，６０９円、以下合計をしまして１５億

５，２８３万５，２５５円となったものでございます。支出につきまして

は、保健事業の中心となっております厚生費が９億１，２８６万

２，１１５円、下から４行目になりますが、他経理へ繰入の計が５億

９，７００万円、以下合計をしまして１６億９，４４６万８，６８３円と

なったものでございます。なお、他経理への繰入につきましては保健経

理第３の３，４００万円、宿泊経理の５億６，３００万円となりまして、

全て事業計画のとおり繰入れを行ったものでございます。収支差引きい

たしますと１億４，１６３万３，４２８円の当期損失金が生じましたの

で、(３)剰余金をご覧ください。生じました損失金は全額積立金から取

り崩しをいたしました結果、翌年度へ繰り越す積立金は、２０億

１，６７１万９，０１６円となったものでございます。 

次に、１０の保健経理第２でございます。営業日数は新型コロナウイル

ス感染防止対策のため、開所日を令和２年４月１０日から６月１９日に

延期し、令和２年１１月２４日までの間で、１５５日の営業をいたした

ところでございます。宿泊人数は前年度より３，１７５人減少の

４，２９６人、利用率にして４７.７９パーセントでございました。(２)

の収支状況でございますが、収入につきましては施設収入４，２７０万

４，３３１円、以下合計をしまして６，０４３万１，８５４円となったも

のでございます。支出につきましては上から３行目の委託費

６，９５１万２，６３４円を中心にして、以下合計をしまして１億

２，９７２万１，６６０円となったものでございます。収支差引きいたし

ますと６，９２８万９，８０６円の当期損失金が生じましたので、７ペー

ジ(３)の剰余金をご覧ください。生じました損失金は全額欠損金補てん

積立金から取り崩しをいたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補て

ん積立金は４億５６６万２，７１３円となったものでございます。 

次に、１１の保健経理第３でございます。①の営業日数は新型コロナウ

イルス感染防止対策のため、令和２年４月１１日から６月３０日まで休

業し、２８４日でございました。②の温浴施設の利用状況は組合員

８，３３８人、一般５，６３９人となりまして、合計では前年度より１万

５，４３０人減少の１万３，９７７人のご利用をいただいたところでご

ざいます。(２)の収支につきましては、収入では施設収入５５５万

７，７０８円、保健経理より繰入が３，４００万円、以下合計をいたしま

して４，３６９万８，７２２円となったものでございます。支出では委託

費の７７７万６，０００円を中心に、以下合計をいたしまして

３，７０９万８，０４７円となったものでございます。収支差引きいたし

ますと６６０万６７５円の当期利益金が生じましたので、(３)剰余金を

ご覧ください。生じました利益金は、欠損金補てん積立金に全額積み増

しをいたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は

６，３８７万２，９３７円となったものでございます。 

次に、１２の宿泊経理でございます。最初に(１)のオークラ千葉ホテ

ルでございますが、宿泊定員は８４室、１３６人で前年度と変更は無い

ものでございます。営業日数は３６５日でございますが、新型コロナウ

イルス感染防止対策のため、部門ごとに一部営業を制限又は営業休止さ

せていただいたところでございます。利用状況につきましては、宿泊利

用者が１万７，３３３人、利用率は３４.９パーセントでございました。
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婚礼は７４組で、ご利用者は１，６８７人でございました。以下、会議、

宴会、レストラン等のご利用者を合計いたしますと、前年度より１２万

３，７７６人減少の８万４，２１８人のご利用をいただいたところでご

ざいます。続きまして、８ページをご覧ください。②の収支でございます

が、収入では施設収入４億１６６万４，７７８円、保健経理より繰入が

５億円、以下合計をしまして１１億８７１万８，２０７円となったもの

でございます。支出では４行目の委託費５億２，６４１万５，０６６円を

中心として、以下合計をしまして１１億６，２３０万５，３６１円となっ

たものでございます。収支差引きいたしますと５，３５８万７，１５４円

の当期損失金が生じましたので、③の剰余金をご覧ください。生じまし

た損失金は欠損金補てん積立金を取り崩して補てんをいたしました結果、

翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は１８億２１１万１，５２８円と

なったものでございます。(２)の黒潮荘でございます。①イの営業日数

は２８８日で、新型コロナウイルス感染防止対策のため、令和２年４月

１４日から６月２日までの期間及び宿泊者のいない日を臨時休業とさせ

ていただいたところでございます。ウの利用状況につきましては、宿泊

者数９，２３７人、以下、宴会、会議を合計しまして、前年度より

３，６３６人減少の９，２５５人のご利用をいただいたところでござい

ます。また、宿泊利用率は３５.２パーセントでございました。②の収支

につきましては、収入では施設収入１億１，３６５万５７７円、保健経理

より繰入６，３００万円、以下合計をしまして１億９，２８５万

７，５００円となったものでございます。支出では４行目の委託費

７，５５３万６，０２７円を中心として、以下合計をいたしまして２億

４，７９７万３，９９７円となったものでございます。収支差引きいたし

ますと５，５１１万６，４９７円の当期損失金が生じましたので、９ペー

ジ③の剰余金をご覧ください。生じました損失金は欠損金補てん積立金

を取り崩して補てんをいたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補て

ん積立金は６億７９３万９，８３８円となったものでございます。 

次に、１３の貯金経理でございます。支払利率は前年度より０．２パー

セント引下げまして１.９パーセントでございました。貯金者数は前年度

より３２２人増加の４万５，３５０人となりまして、加入率は８０.４３

パーセントでございました。また、貯金総額は前年度より約１２０億円

増加の３，３９８億５，１２７万２，０１５円となったものでございます。

(２)の収支につきましては、収入では、お預かりしました資金を有価証

券等で安全有利に運用をいたしました結果、利息及び配当金が６５億

１，７５４万８，９６４円、有価証券売却益が９，３４７万１，０００円

となりまして、以下合計をいたしまして６７億２，７８８万５，０５２円

となったものでございます。支出では、貯金の利息としてお支払いしま

した、上から４行目の支払利息６１億３，００３万８，０４０円を中心と

しまして、以下合計しますと６１億９，９１５万４，９４３円となったも

のでございます。収支差引きいたしますと５億２，８７３万１０９円の

当期利益金が生じましたので、(３)の剰余金をご覧ください。まず、欠損

金補てん積立金につきましては、法定額が増加した関係で、収支差引き

で生じました利益金を全額充当し、なお不足する金額７，４７０万

１３０円を積立金から取り崩し補てんした結果、貯金総額の５パーセン

トである法定額満額の１６９億９，２５６万３，６０１円を積み立てた



 - 13 - 

ものでございます。積立金につきましては、先程の取り崩し額を差引き

まして、翌年度に繰り越す積立金は４１９億７，６９６万８，３７３円と

なったものでございます。なお、貯金総額に対します剰余金の積立率は、

１７．３５パーセントでございました。また、平均運用利回りは１.７２

パーセントでございました。 

次に、１４の貸付経理でございます。(１)の貸付の状況等の①、貸付条

件は貸付の準則どおりでございます。②の新規貸付件数は３３８件、年

度末の貸付総件数は５，１３２件でございました。③の新規の貸付金額

は５億４，６６４万円、貸付金総額は年度末で７８億９，４２１万

１，９１１円となりまして、前年度と比較して約１４億円減少したもの

でございます。④の長期借入金は、年度末で退職等年金預託金管理経理

から５３億８，６６３万９，８８４円を借り入れているものでございま

す。続きまして、１０ページをご覧ください。(２)の収支につきまして

は、収入では、貸付金に対する組合員貸付金利息としまして１億

４８６万８，５３８円、以下合計をいたしまして１億５７６万

９，６０８円となったものでございます。支出では、上から４行目の退職

等年金預託金管理経理からの借入金に対します支払利息６，０６０万

９，０１４円を中心にして、以下合計をいたしまして１億１８９万

３，２０１円となったものでございます。収支差引きいたしますと

３８７万６，４０７円の当期利益金が生じましたので、(３)の剰余金を

ご覧ください。生じました利益金は全額欠損金補てん積立金に積み増し

をいたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は２５億

２，１１８万６，８３１円となったものでございます。なお、この欠損金

補てん積立金の額は、貸付金総額の３１.９３パーセントに当たっており

ます。 

次に、１５の物資経理でございます。(１)の自動車物資等の割賦販売

による売掛金は、令和２年度末の残高が２０億９，８６４万３８円とな

りまして、前年度より約８００万円増加しております。(２)の新規商品

売掛金は５億７，３６２万円で、販売台数は２７９台となりまして、前年

度より６８台増加しております。また(３)の長期借入金は、退職等年金

預託金管理経理から１８億３４０万円を借り入れているものでございま

す。(４)の収支につきましては、収入では商品売上５億６，３５２万

６，７７２円、商品販売益２，８１８万８，３５７円、以下合計をいたし

まして６億３，７３０万７，３６０円となったものでございます。支出で

は２行目の商品仕入が商品売上と同額の５億６，３５２万６，７７２円、

また、退職等年金預託金管理経理への借入金に対する支払利息として

１，８３７万４，０２２円、以下合計をいたしまして６億４，１５２万

８，２０３円となったものでございます。収支差引きいたしますと

４２２万８４３円の当期損失金が生じましたので、(５)の剰余金をご覧

ください。生じました損失金は全額欠損金補てん積立金から取り崩しを

いたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は１億

８，９８４万７４７円となったものでございます。なお、この欠損金補て

ん積立金の額は長期借入金の１０.５２パーセントに当たるものでござ

います。 

続きまして、１１ページをご覧ください。次に、１６の財形経理でござ

います。(１)貸付の状況等の①、貸付条件は記載のとおりでございます。
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②の新規貸付はございませんでした。年度末の貸付総件数は４件でござ

いました。③貸付金総額は、年度末で３，８９３万３，６９４円となりま

した。④の長期借入金は、連合会から３，８９３万３，６９４円を借り入

れているものでございます。(２)の収支につきましては、収入では財形

貸付金利息としまして２３万４，２３０円、支出では借入金に対する支

払利息として、収入の財形貸付金利息と同額を連合会へ払い込んだもの

でございます。収支差引きしますと０円となりましたので、（３）の剰余

金をご覧ください。積立金は前年度から繰り越しした７，２０７円を全

額、翌年度へ繰り越すものでございます。 

以上で、議案第１号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

議  長  ただいま、議案第１号の説明がなされたところでございますが、質疑

をいただく前に、監査の結果について監事より報告を求めます。 佐藤学

識経験監事。 

 

学識経験監事  はい。 

 

議  長  はい。監事。 

 

学識経験監事  それではお手元の監査報告書をご覧いただきたいと思います。報告書

を読み上げまして監査報告に代えさせていただきます。監査報告書。１、

監査年月日。令和３年６月１０日。２、監査の対象となった期間。令和２

年４月１日から令和３年３月３１日まで。３、監査事項。組合の業務及び

財産の状況について。４、監査の結果の概況及び意見。組合の業務は法令

の定めるところにより適正に執行され、会計経理についても正確に処理

され、証拠書類についても良好に整理されていることが認められました。

なお、意見として、新型コロナウイルス感染症対策に留意しつつ、宿泊経

理における施設収入の増加並びに組合員の福祉の向上に向けて、アフタ

ーコロナを見据えてなお一層の努力を求めるものです。財形経理につい

ては、今後の利用者の動向を踏まえて制度のあり方を検討してください。

５、出納職員に対して直接注意した事項。なし。６、その他必要な事項。

なし。地方公務員等共済組合法第１２条第３項及び千葉県市町村職員共

済組合定款第４６条の規定に基づき、監査した結果を同定款第４９条の

規定により上記のとおり報告します。令和３年６月１４日。監事、相川勝

重。監事、関口正樹。監事、佐藤晴邦。以上でございます。 

 

議  長  以上で、監査報告を終了し、これより質疑をお受けしたいと存じます。

議案に対する質疑はございませんか。 

 

須藤議員  はい。 

 

議  長  はい。須藤議員。 

 

須藤議員  ８番の市原市の須藤です。通告書に基づき発言をします。始めに、保健

経理についてであります。決算書報告の２２ページに特定健康診査受診
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券による受診件数が２，３５２件、積極的支援５６０件、動機付け支援

４９７件とあります。これは受診を受けた数だと思いますが、実際に配

付した受診券はどのくらいあったのか教えていただきたい。また、特定

保健指導の実施率を教えていただきたい。続いて、報告２１ページ、支出

の厚生費ですが、昨年に比べて７，０００万円程マイナスになっていま

す。保健関係は事業計画より増えているのに、コロナ禍の影響もあると

思いますが、このマイナスの要因の内訳を教えていただきたい。 

須藤議員  次に、短期経理についてです。決算書報告の５ページ、負担金・掛金の

納入状況で短期の収入済額が１４６億７，５００万円とあります。決算

額の短期負担金と公的負担金、調整負担金を加えたものだとわかります

が、短期の４２ページの損益計算書では調整負担金が加わっておりませ

ん。その理由を教えていただきたい。また、雑収入として約３，１００万

円の主な内訳を教えていただきたい。 

須藤議員  次に、物資経理についてです。決算書報告の３８ページ、雑収入３７８

万円の主な内訳を教えていただきたい。 

須藤議員  最後に、貯金経理についてです。決算書報告の３３ページ、償還差益が

約１億１，６００万円ありますが、これは満期を迎えた債券で得られる

利益だと思いますが、満期を迎えた債券はいくつあり、その金額はいく

らなのか教えていただきたい。以上です。 

 

福祉課長  はい。 

 

議  長  はい。課長。 

 

福祉課長  福祉課長の関でございます。よろしくお願いいたします。私からは保

健経理と物資経理につきまして、お答え申し上げます。 

福祉課長  まず、保健経理でございます。特定健康診査の受診券は、９，４８４枚

を配付しております。次に、特定保健指導の各所属所への依頼件数は、積

極的支援で１，０６０件、動機付け支援で７９５件の合計で１，８５５件

でございます。なお、特定保健指導の実施状況につきましては、例年、当

該年度の翌年度の１０月頃に集計を行って、国へ報告をしております。

令和２年度の実施状況につきましても、本年１０月頃に集計を行う予定

でございます。また、実施率等の集計結果につきましては、例年、共済だ

よりの１月号でお知らせをしております。本年度も１月号でお知らせを

する予定でございます。続きまして、厚生費の昨年度比、約７，０００万

円のマイナス要因の内訳でございます。まず、決算書報告の２２ページ

を改めてご覧ください。表の一番左側の区分で「保健事業」の部分が、厚

生費の細目になります。この表では、昨年度比のマイナス要因の内訳ま

では記載をしておりませんので、これから内訳を割合で申し上げます。

まず、表中段の「保養関係」でマイナスの５５パーセントを占めておりま

す。また、その下の「体育関係」で１７パーセント、さらに下の「その他」

の中の「保養所・会館・保健センター会議室借上」で１０パーセントを占

めており、ここまでで、マイナスの８２パーセントを占めることになり

ます。コロナ禍による外出等の自粛要請を受けました保養の自粛や地区

競技大会の中止などが影響をしているものでございます。他方、保健関

係の「短期人間ドック」と「脳ドック」を合わせまして、マイナスの９パ
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ーセント、「特定健康診査補助事業費」は、マイナスの５パーセントを占

めておりますが、心配されました大きな受診控えは無かったものと考え

ております。保健経理につきましては、以上でございます。 

福祉課長  次に、物資経理でございます。雑収入３７８万円の内訳でございます

が、自動車の売り上げ１台につき、販売店からいただく販売手数料１万

円の合計２７９万円と、販売店の契約更新料の合計９９万円でございま

す。以上でございます。 

 

保健課長  はい。 

 

議  長  はい。課長。 

 

保健課長  保健課長の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。短期経理

につきましてご回答申し上げます。まず決算報告書につきましては、全

国市町村職員共済組合連合会により様式が定められておりまして、これ

に則り作成を行っているものでございます。また、短期経理・損益計算書

につきましては、地方公務員等共済組合法施行規程において様式が定め

られておりまして、この中では短期負担金、公的負担金は合計額表示と

なっており、調整負担金は別記にされているものでございます。これは

短期負担金、公的負担金につきましては、短期給付事業の財源となる負

担金であるため、損益計算書上は事業収益として計上されます。一方、調

整負担金につきましては、全国の市町村共済組合間の短期財政を調整す

るための財源である連合会拠出金のうち、特別財政調整拠出金を支出す

るための負担金であることから、損益計算書上は補助金等収入として計

上されるため、別記されているものでございます。次に、短期経理の雑収

入の内訳につきましては、主に退職者給付拠出金の精算に係る還付金と

なっております。前々年度・平成３０年度の概算拠出額が多かったため、

令和２年度に約３，１７４万円の還付金が生じたものでございます。な

お、還付金の受入れにあたりましては、全国市町村職員共済組合連合会

から雑収入に計上するよう通知があり、それに基づき経理処理を行った

ものでございます。以上でございます。 

 

総務課長  はい。 

 

議  長  はい。課長。 

 

総務課長  総務課長の布施でございます。貯金経理に関するご質問についてお答

えいたします。令和２年度に満期償還を迎えた債券でございますが、

１３銘柄で、額面で２７０億７，０００万円になります。償還差益につき

ましては、新規発行以外の債券を簿価が１００円未満で購入したときし

か生じないものでございまして、組合員の皆様の大切な資産であります

共済貯金を安全な銘柄の債券であることを大前提に当組合において慎重

かつ有利に運用した結果、生じた収益でございます。以上でございます。 

 

須藤議員  はい。ありがとうございました。 
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議  長  他にございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  それでは、他にないようでございますので、以上で質疑を終結いたし

ます。 

これより採決をいたします。議案第１号「令和２年度決算の認定につい

て」、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  挙手全員であります。よって、議案第１号「令和２年度決算の認定につ

いて」は、原案のとおり認定することに決しました。 

 

議  長  次に、議案第２号「千葉県市町村職員共済組合貸付規則等の一部を改

正する規則の制定について」を議題といたします。事務局から説明を求

めます。関福祉課長。 

 

福祉課長  はい。 

 

議  長  はい。課長。 

 

福祉課長  議案第２号をご覧ください。議案第２号「千葉県市町村職員共済組合

貸付規則等の一部を改正する規則の制定について」を上程させていただ

きます。１枚おめくりいただきまして、規則を制定する要綱書をもって

ご説明をさせていただきます。第１、制定の目的でございます。地方公務

員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令等により、千葉県市町村

職員共済組合貸付規則、千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則、

千葉県市町村職員共済組合物資供給規則、千葉県市町村職員共済組合貯

金規則施行細則、千葉県市町村職員共済組合特定健康診査補助規則、千

葉県市町村職員共済組合人間ドック利用規則、千葉県市町村職員共済組

合補装具等支給規則、千葉県市町村職員共済組合助成金交付規則及び千

葉県市町村職員共済組合財形住宅貸付規則について、所要の整備を行う

ことを目的とするものでございます。第２、制定する事項でございます。

地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令等により、各種

手続き等の際に求める押印について不要とされた取扱いに倣い、福祉事

業に係る規則及び細則のうち、当該押印を求める福祉事業の様式におい

ても、所要の整備を行うこととするものでございます。第３、施行期日等

でございます。１、この規則は、公告の日から施行するものでございます。

２、この規則の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において

「旧様式」という。）については、この規則による改正後の様式によるも

のとみなすものでございます。３、この規則の施行の際現にある旧様式

による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができ

るものでございます。以上でございます。 

 

議  長  ただいま議案第２号の説明がなされました。これより質疑をお受けし
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たいと存じます。議案に対する質疑はございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で質疑を終結いたします。 

これより採決をいたします。議案第２号「千葉県市町村職員共済組合貸

付規則等の一部を改正する規則の制定について」、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  挙手全員であります。よって、議案第２号「千葉県市町村職員共済組合

貸付規則等の一部を改正する規則の制定について」は、原案のとおり可

決されました。 

 

議  長  次に、議案第３号「貸付債権保全事業に係る債権放棄について」を議題

といたします。事務局から説明を求めます。布施事務局次長。 

 

事務局次長  はい。 

 

議  長  はい。次長。 

 

事務局次長  事務局次長の布施でございます。議案第３号「貸付債権保全事業に係る

債権放棄について」を上程させていただきます。 

議  長  議案の内容に入る前に、当該案件の概要につきまして、口頭にてご説

明させていただきます。当組合の福祉事業において実施しております貸

付事業におきまして、回収不能な債権が発生したことに伴う処理につき

まして、お諮りさせていただくものでございます。まず、通常は貸付事故、

貸付けを受けた組合員が、いわゆる自己破産や民事再生などに該当いた

しますと、保険金が支払われまして補填されますが、特殊なケースの場

合、保険金が支払われず、貸付金を回収することが不可能となるため、貸

倒損失として損失計上する必要があるものでございます。しかしながら、

共済組合法では債権の放棄等の制限が規定されておりまして、主務大臣

つまり総務大臣の承認を受けたときは、放棄できるとされております。

また、市町村職員共済組合がこれを行うときは、読み替え規定によりま

して、主務大臣を都道府県知事とすることとされております。つまり、千

葉県知事に対しまして、貸付債権の放棄申請を行うこととするものでご

ざいます。よって、本日の第１９７回において貸付債権の放棄申請を行

うことのご承認を賜りたく、ご説明させていただくものでございます。 

議  長  それでは、恐れ入りますが、議案第３号をご覧ください。議案書をおめ

くりいただきまして、１ページの項番１、放棄する貸付債権の額でござ

いますが、総額１，６０３万３，４２２円であります。件数にして４件で

ございます。次に、２、放棄する貸付債権の内訳でございます。ここから、

放棄する債権、４件の債務者を各Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとしてその内訳をそれぞ

れご説明させていただきます。まず、債務者Ａでございます。債権放棄の

申請額でございますが、３０万４，０８０円でございます。貸付年月日に
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つきましては、平成１５年４月２８日でございました。貸付の種別でご

ざいます。修学貸付でございまして、当初貸付額８４万円でございます。

免責年月日につきましては、平成１７年４月２８日でございました。債

権放棄の申請理由でございますが、当該債務者の債務整理にあたった弁

護士による給与控除中断の申入れによりまして、当該債務者の再生手続

きの廃止決定から、その後の自己破産申立、免責許可決定を受けるまで

の期間の給与控除手続きを中断しております。このことが、全国市町村

職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則第５条の３第１

項第３号に規定する「給与等からの貸付金の償還が適切に行われなかっ

た貸付」に該当すると判断されたため、保全交付金、いわゆる保険金対象

外となったものでございます。また、当該債務者に対しまして、任意弁済

を依頼し回収を試みましたが、自己破産したことを理由に拒否されたた

め、回収の見込みがないものでございます。なお、保険金の支払先でござ

います連合会の前記判断理由といたしまして、金融庁事務ガイドライン

における取立て行為の制限の中で、債務整理に関する制限を弁護士に委

任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知

を受けた後に正当な理由なく支払請求することを制限しているものでご

ざいますが、共済制度における貸付事業は、貸金業の規制等に関する法

律第２条第１項第２号に基づく貸金業にあたらないため、当該ガイドラ

インの適用範囲には含まれず、本件は、地方公務員等共済組合法第

１１５条第２項、掛金等の給与からの控除等が義務規定であるという見

解が示されたものでございます。再発防止策でございます。通常処理の

範囲を超える案件は、必ず上司に相談することに加え、本件事例を「共済

制度における特有の取扱い」として事務処理手順書に明示し、担当職員

への教育の徹底を図っているものでございます。併せて、複数担当者に

おける相互チェックを行う体制の強化も図っております。 

議  長  続きまして、２ページをご覧いただきたいと存じます。債務者Ｂでご

ざいます。債権放棄の申請額でございますが、１，５７２万９，３３９円

でございます。貸付年月日につきましては、平成２１年６月２６日でご

ざいました。貸付の種別につきましては、住宅貸付でございまして、当初

貸付額は１，７１０万円でございます。当該者の免責年月日でございま

すが、平成２５年５月９日でございました。債権放棄の申請理由でござ

いますが、住宅貸付申込後の抵当権設定がなされないまま懲戒免職とな

りました。このことが、連合会貸付債権共同保全事業に規定する貸付規

則又は貸付規程に基づかない貸付けに該当すると判断されたため、保全

金交付対象外となったものでございます。また、当該債務者の年金から

弁済金を控除し回収に努めておりましたが、自己破産によりまして免責

となっております。その後、当該債務者に対し任意弁済を依頼し回収を

試みましたが拒否されたため、回収の見込みがないものでございます。

なお、連合会貸付債権共同保全事業におきましては、平成１８年４月

１日から平成２６年３月３１日までの間に決定した住宅貸付についての

み抵当権設定が義務付けられていたものでございます。再発防止策につ

きましては、債務者Ａと同様に努めてまいります。 

議  長  続きまして、債務者Ｃでございます。債権放棄の申請額につきまして

は、１円でございます。貸付年月日は、平成１９年１２月２７日でござい

ました。貸付種別は住宅貸付でございまして、当初貸付額は２３０万円
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でございます。債権放棄の申請理由でございますが、債務者Ｃの死亡に

よりまして、未償還貸付金を退職手当金から控除するため、相続人２名

へ弁済の同意を求めたところ、同意を得られたことにより法定相続分を

各々退職手当金から控除し弁済しました。相続人が複数存在したことに

よる個々の端数処理につきましては、地方公務員等共済組合法第１１４

条の２６に基づき、国等の債権債務等の端数計算に関する法律を準用す

ることとなっております。このことから、保全金交付対象外となる少額

で取立てに要する費用に満たない貸付債権になったものでございます。 

議  長  続きまして、３ページをご覧いただきたいと存じます。債務者Ｄでご

ざいます。債権放棄の申請額でございますが、２円でございます。貸付年

月日につきましては、平成１１年１１月２８日でございました。貸付の

種別につきましては住宅貸付でございまして、当初貸付額７００万円で

ございます。債権放棄の申請理由でございますが、債務者Ｄが死亡いた

しましたが、退職手当金が支給されませんでした。しかし、当該債務者の

共済貯金から未償還貸付金を相殺することが可能であったため、相続人

３名の法定相続分の共済貯金を各々相殺し、弁済したものでございます。

相続人が複数存在したことによる個々の端数処理は、地方公務員等共済

組合法第１１４条の２６に基づき、国等の債権債務等の端数計算に関す

る法律を準用することとなっております。このことから、保全金交付対

象外となる少額で取立てに要する費用に満たない貸付債権になったもの

でございます。以上、債務者ＡからＤの詳細についてご説明申し上げま

したが、債務者Ａ及びＢのケースにつきましては、今後発生することが

ないよう、厳に再発防止策の徹底に努めてまいります。しかしながら、債

務者Ｃ及びＤのケースにつきましては、今後も発生する可能性がござい

ますので、発生した場合には都度、共済組合の基幹会議にお諮りさせて

いただくものでございます。 

議  長  続きまして、４の損失計上でございます。千葉県知事に本件申請が承

認されたのちに、令和３年度変更事業計画及び予算において、貸付経理

の貸倒損失として損失計上を行うものでございます。このことによりま

して、当期損失金が生じた場合は、欠損金補てん積立金を取り崩し補て

んするものでございます。なお、本議案の４ページ以降に、各債務者の

「債権の放棄申請の詳細」を掲載しておりますことを申し添えさせてい

ただきます。議案第３号に係ります説明につきましては以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議  長  ただいま議案第３号の説明がなされました。これより質疑をお受けし

たいと存じます。議案に対する質疑はございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で質疑を終結いたします。 

これより採決をいたします。議案第３号「貸付債権保全事業に係る債権

放棄について」、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 
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議  長  挙手全員であります。よって、議案第３号「貸付債権保全事業に係る債

権放棄について」は、原案のとおり可決されました。 

 

議  長  以上、附議をいたしました議案につきましては、慎重にご審議をいた

だきまして、可決をいただきました。厚くお礼を申し上げます。以上をも

ちまして、第１９７回組合会を閉会とさせていただきます。ご協力、誠に

ありがとうございました。 
 

 

 

閉 会 （時刻１４時２２分） 
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令和３年６月２３日調製 

 

 

 

 

 

 

                議  長    岩  田   利  雄 

 

 

 

                署名議員    渡  辺   芳  邦 

 

 

 

                署名議員    青  木   賀  一 

 

 

 

 

 

 

本書は、会議録の謄本に相違ないことを証明する。 

 

 令和３年６月２５日 

 

                 千葉県市町村職員共済組合 

                  組合会議長 岩 田 利 雄 

 


